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ID: 223  

担当部署: 建設部 建築住宅課  

処分の概要 入居者の決定 

例 規 名 

根 拠 条 項 
長門市若者定住促進住宅条例 第6条第2項 

例 規 番 号 平成17年条例第147号 

【根拠条文】 

(入居者の選考) 

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき促進住宅の戸数を超える場合の入居者の

選考は、公開抽選により入居者を決定するものとする。  

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から促進住宅の入居者として決定した

者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。 

 

【基準】 

根拠条文及び第4条の規定による。 

(入居資格) 

第4条 促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。   

(1) 市内に住所を有する者又は定住する意思のある者  

(2) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者(事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他

婚姻の予約者を含む。)のある者  

(3) 入居の申込み時における年齢が満40歳未満の者  

(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団

員」という。)でない者  

2 前項(第4号に係るものを除く。)の規定にかかわらず市長が特に認めた場合は、この限りでな

い。 

 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成 27 年 5 月 7 日 最終変更年月日  年  月  日 

 


